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アラブ首長国連

邦（UAE） 

DED-CCCP による侵害行為防止のためのオンライン知的財産ゲートウ

ェイ 

 

ドバイ経済開発局（DED）の商業コンプライアンスおよび消費者保護

セクター（CCCP）は、商標侵害の苦情を受け付ける“知的財産ゲート

ウェイ”を開設しました。このゲートウェイでの苦情受け付けは、2016

年 9月から開始されています。 

これは、同地域で初めてのオンラインゲートウェイであり、CCCPに

よると、ドバイ政府の監査役の必要性を（2018年までに）80％減少さ

せる効果が期待されています。このゲートウェイにより、法律事務所

やブランドオーナーによる視察の必要性も軽減される見込みです。  

さらにゲートウェイを利用すれば、申請者は、DED に出向いたり、

書面にて要請したりすることなく、苦情への対応の詳細（講じられた

措置や押収品の詳細）を確認することができます。 

 

アラブ首長国連

邦（UAE） 

ドバイ税関による模倣品の押収 

 

ドバイ税関は、2016年前半に、95件の差し押さえで AED 3840万（約

11億 5千万円）以上に相当する模倣品を押収しました。 

押収した主な模倣品： 

• 腕時計 

• サングラス 

• 電子機器 

• 自動車部品 

• 繊維製品 

• 鞄および靴 

ドバイ税関の知的財産権部は、様々な手段を用い、一般市民、消費

者、ブランドオーナーの模倣品に関する意識向上を図っています。例

えば、模倣品のリスクについて呼びかけるポスター等の学生による創

作活動に対する賞の贈呈、クルージング旅行者へ向けた模倣品の使用

に伴うリスクに関するワークショップの開催、2016 年 8 月 17、18 日

にドバイにて開催された“車両部品および電子機器部品”ワークショ

ップなど各産業に特化したワークショップの開催といった活動が挙げ

られます。 
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JETRO Dubai 知的財産権部のコメント： ドバイの市中では、昨年、

DEDにより 6300万点（約 300億円相当）以上の模倣品が押収されてい

ます。これらの模倣品はほとんどが輸入品です。ドバイ税関をはじめ

とした各首長国の税関が、連携して水際での模倣品に対する取組みを

強化していくことが重要であると考えます。 

 

アラブ首長国連

邦（UAE） 

アブダビ税関による商標の税関登録制度 

 

2016 年 8 月 21 日よりアブダビ税関は、商標の税関登録制度を開始

しました。この制度は、既にドバイ、シャルジャ、ラス・アル・ハイ

マの各首長国では、商標権者の保護を目的に実施されています。 

この制度の利用には、商標権者（またはその代理人）が、登録証と

商標の実例を提出する必要があります。代理人が登録申請を行う場合、

商標権者が代理人による申請を承認することを明確にする委任状も一

緒に提出しなければなりません。  

この制度は、UAE における商標侵害の問題への対処のさらなるステ

ップを示しています。 

JETRO Dubai 知的財産権部のコメント： アブダビ税関に話を伺った

ところ、税関登録のメリットとしては、登録された商標に関する模倣

品は特に注意して検査されるとともに、模倣品が見つかった場合に商

標権者への連絡がすみやかに行われる点とのことでした。日本企業か

らの商標の登録はもちろん歓迎とのことでした。アブダビ税関では、

差止めた模倣品は、それが廃棄困難な危険物でない限り、廃棄処分し

ているとのことです。 

 

イラク 第 5類商標登録出願のための追加条件 

  

バグダッドの商標局は、薬剤及び他の医療用剤または獣医科用剤な

ど第 5 類のイランでの全ての新規の出願及び係属中の出願に対し、下

記追加情報の提出を要求しています。  

必要な追加情報： 

1. 製品の科学的名称（いわゆる INNまたは国際的非商標権名称） 

2. 製品の化学式 

3. 製造者の商号（出願人と異なる場合） 

4. イラクでの現地販売者名（該当する場合） 

上記の情報を含まない第 5 類の出願は、方式上の理由で拒絶されま

す。  
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オマーン オマーン商工省、200件を超える特許出願を受理 

 

2016 年 1 月～7 月の期間において、オマーン商工省(MoCI)は、224

件の特許出願を受理しました。この 1 年間で、特許保護が着実に進め

られています。  

特許登録には、次の３つの条件全てが満たされなければなりません。 

• 発明は新規であり、出願前に公開されていないものでなければなら

ない。 

• 発明には進歩性がなければならない。 

• 発明は産業上利用可能なものでなければならない。 

 

リビア リビア商標局の業務 

 

リビア商標局は業務を行っていますが、そのキャパシティは限られ

たものとなっています。商標出願や調査依頼の手続きが行われ、登録

証も発行されていますが、情勢不安が続く中、長期間を要する模様で

す。 

 

レバノン レバノンでの出願には委任状の提出が必須 

 

今後、レバノン知的財産局(IPO)は、委任状原本を伴わない出願を受

理しません。委任状はレバノン総領事館で正式に公証・公認されたも

のでなければなりません。  

IPOは、優先権主張の申請を除き、委任状の後日提出を認めません。

優先権主張の申請の場合は、3 ヶ月以内に委任状を提出する必要があ

ります。 
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